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用語集 

本文中に使用されている用語の意味について、５０音順に説明します。 

 

河川構造物（の種類） 本県が管理する河川構造物を代表するものとしては、水門、堰
せき

、

樋門
ひもん

・樋管、排水機場、ダム、陸閘
りっこう

がある。 

堤防を分断することにより河川又は水路を横断して設けられ

る制水施設であって、堤防の機能を有するものを水門という。農

業・工業・水道用水などの水を川から取るなどのために、河川を

横断して水位を制御する施設を堰という。堰を水門と混同される

場合があるが、門扉（ゲート）を閉めたときに堰は堤防の役割を

果たさない。 

樋門・樋管は、堤防の居住側の雨水や水田の水などが川や水路

を流れ、より大きな川と合流する場合、合流する川の水位が洪水

などで高くなったときに、その水が堤内地側に逆流しないように

設ける施設である。このような施設の中で、堤防の中にトンネル

のようにコンクリートの水路を通し、そこにゲートを設置する場

合、樋管・樋門という。堤防を分断し完全な開水路で通り抜ける

場合の構造を水門という。樋門と樋管には明確な定義はなく、一

般的に、断面が比較的小さいものを樋管、大きなものを樋門と呼

ぶ。 

洪水時に排水門などを閉じてしまうと堤防の居住側に降った

雨水が川へ出ていかないので、この水を川へくみ出す施設が必要

となる。これが排水機場であり、ポンプが稼働して堤防の居住側

の水を川へ排出する。 

ダムは、河川の水を貯めたり、取水するために、河道を横断し

て設けられる流れをせき止める施設で、15ｍ以上の高さを持つも

のをダムと呼んでいる。主な用途としては以下の２つがあり、こ

の２つの目的を備えたものを多目的ダムという。 

利水：川の流量が多いときに水を貯めておいて、少しずつ生活 

や農業用水、発電用水等として利用する。 

治水：洪水の一部を溜め込み、洪水が終わってから少しずつ放 

流し洪水調節をする。 

堤防と交差する道路や線路の路面が堤防の高さよりも少し低

いときに、道路幅、線路幅だけ堤防を切り下げ、出水に応じて開

閉できる門扉を設置する。これが陸閘であり、洪水時にはそこか

ら水が流れ込まないように陸閘を速やかに閉塞する必要がある。 

木曽川右岸流域下水道長寿命

化計画 

事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を図るこ

とを目的として、下水道施設の健全度に関する調査結果に基づ

き、予防保全の考え方を取り入れた「長寿命化」を行う計画。 

岐阜県河川インフラ長寿命化

計画 

県管理河川には、多くの河川構造物が多数存在し、その多くが

設置から 30年～40年を経過すること等から、これまでの対症療

法的な対応から予防保全の考え方を取り入れ、計画的・効率的な

維持修繕を推進する計画である。平成 26（2014）年３月に策定

した。 

岐阜県橋梁長寿命化修繕計画 通行の安全性を確保し事故や災害のリスクを減少させ、あわせ

て中長期的な維持管理費を縮減するため、計画的かつ予防保全の
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考え方を取り入れ、橋梁の長寿命化に係る修繕計画を平成 21

（2009）年５月に策定した。 

岐阜県緊急輸送道路ネットワ

ーク整備計画 

近い将来、発生が懸念される南海トラフや内陸型地震などの超

広域災害に備えるため、救急搬送や物資輸送などに必要な緊急輸

送道路ネットワークについて、集中的に整備する必要があること

から、平成 26（2014）年３月に「岐阜県緊急輸送道路ネットワ

ーク整備計画」を作成しており、「道路拡幅等」、「橋梁耐震」、「斜

面対策」、「路面陥没対策」といった対策を推進する計画である。 

岐阜県下水道総合地震対策計

画 

大規模な地震時でも、下水道の有すべき機能を維持するため、

重要な下水道施設の耐震化を図る「防災」と被災を想定して被害

の最小化を図る「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を推進

するための計画。 

岐阜県公営住宅等長寿命化計

画 

県営住宅（公営住宅、特定公共賃貸住宅及び特別賃貸住宅）に

関する個別施設計画。本県においては、予防保全の考え方を取り

入れた維持管理、耐久性の向上に資する改善等の計画的な実施に

より公営住宅等ストックの長寿命化を図るため、平成 22（2010）

年３月に策定した。 

岐阜県砂防施設長寿命化計画 砂防施設の老朽化が進み、劣化損傷する施設の増加が想定され

ることから、劣化損傷が進行した段階で巡視点検や通報により確

認し、補修をしてきた従来の事後保全的な対応から、計画的な定

期点検、劣化損傷が軽微な段階での補修を実施する予防保全の考

え方を取り入れ、補修・改築費の平準化を図り、計画的・効率的

な維持修繕を推進する計画である。平成 26（2014）年３月に策

定した。 

岐阜県住生活基本計画 住生活基本法（平成 18年法律第 61号）第 17条第１項の規定

に基づく、県民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基

本的な計画。本県においては、平成 19（2007）年３月に策定し、

平成 24（2012）年３月に全部を変更している。 

岐阜県耐震改修促進計画 本県において、旧耐震基準により建設された建築物の耐震化を

促進するため、建築物の耐震化の促進に関する法律に基づき、平

成 19（2007）年３月に策定した計画。その後、東日本大震災に

より明らかになった諸課題を洗い出し、防災関連計画が適切であ

るかの総点検を目的とした「岐阜県震災対策検証委員会報告書」

において、建築物の耐震化に関連し７項目の提言がなされたこと

から、これらの提言を踏まえ、平成 23（2011）年 10月に計画の

改訂を行った。 

岐阜県道路施設維持管理指針 道路施設の長寿命化や効率的かつ計画的な維持管理の実現を

目的として平成 19（2007）年度に策定。平成 26（2014）年度に

は、道路管理者が実施すべき維持管理の水準等について内容を更

新するとともに、より具体的な目標の設定やきめ細やかな対策等

を明示し、全面改訂を行った。 

岐阜県舗装修繕最適化計画 膨大な量の舗装ストックの老朽化への対応として、平成 16

（2004）年度に路面性状調査を実施し、従来の対症療法から損傷

が軽微なうちに対策を実施する予防保全の考え方を取り入れた

修繕へ転換するため平成 17（2005）年度に最適化計画を策定し
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た。 

旧耐震基準 昭和 56（1981）年５月 31日までの建築確認について適用され

ていた耐震基準で、震度５強程度の地震でほとんど損傷しない建

物であることとして設定されていた。しかしながら、旧耐震基準

で建築された建物は、平成７（1995）年の阪神・淡路大震災で大

きな被害が発生し、多くの建物が倒壊・崩壊したことなどから、

その耐震性は不十分であるとされている。 

行財政改革アクションプラン 本県において、平成 22（2010）年度から平成 24（2012）年度

までの３年間における構造的な財源不足を解消するための具体

的な取組みを定めた行動計画。３年間で総額にして 920億円と見

込まれる巨額の財源不足の解消に向けた対策を検討し、県内各界

各層の皆様と意見交換を重ねて策定した。 

行政財産 本県において公用又は公共用に供し、または供することを決定

した財産。公用財産（本県が直接使用する財産）と公共用財産（県

民が共同利用する財産）とに分けられ、具体例としては、前者は

県庁舎、総合庁舎、警察署など、後者は県立学校、福祉施設、図

書館、県営住宅などがある。 

県営水道長寿命化計画 厚生労働省が策定した「水道事業におけるアセットマネジメン

ト（資産管理）に関する手引き」に基づき、平成 25 年（2013）

度に策定した県営水道施設の長寿命化計画。中長期的な視点に立

ち、ライフサイクルコストを最小化する修繕や更新の実施によ

り、水道施設を健全な状態で次世代に引き継ぐことを目的とす

る。 

公園施設長寿命化計画 公園施設の計画的な維持管理の方針や長寿命化対策を定め、公

園施設の安全性確保と機能保全を図りつつ、維持管理予算の縮減

や平準化を図ることを目的とする。 

公共施設等 本方針においては、本県が所有する建築物その他の工作物をい

い、具体的には、いわゆるハコモノの他、道路・橋りょう等の土

木構造物、公営企業の施設（上水道、下水道等）等も含む包括的

な概念である。 

固定資産台帳 新地方公会計の取組みの一つとして、整備が求められている台

帳。財務書類の作成に必要な台帳となるため、本県が保有するす

べての資産を対象に、資産価値に係る情報を含んでいることが必

須となる。現在は、財産台帳や個別法に基づく道路台帳等の各種

台帳を備えることとなっているが、すべての資産を網羅的に把握

していないこと、資産価値に係る情報が必ずしも含まれていない

ことから、これらは固定資産台帳とは呼べない。 

財産台帳 本県が所有する土地・建物等の財産について、名称、所在地、

構造、延面積、取得年月日、建築年月日、取得価格、評価額等を

記載した台帳。 

砂防施設（の種類） 本県が管理する砂防施設を代表するものとしては、砂防設備

（えん堤、床固工）、急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設

がある。 

砂防えん堤は、水と一緒に流れてくる土砂を貯めることなどに

より、土砂が一気に下流に流れ出さないようにするための砂防施



用語集                                            

岐阜県公共施設等総合管理基本方針 

85 

設である。床固工群は、川が蛇行して流れ、洪水や土砂が氾濫す

る危険のあるところなどに作られる、背の低い（一般に５ｍより

低い）一連の砂防えん堤のような形の施設である。 

急傾斜地崩壊防止施設は、急傾斜地崩壊危険区域に設置された

擁壁工、アンカー工などの施設である。主な急傾斜地崩壊防止施

設には、がけ崩れの発生、被害を防止する施設として、擁壁工、

法面工、落石防止柵工などがあり、現地の状況に適した施設の整

備を行う。 

地すべり防止施設は、地すべり防止区域内にある排水施設、擁

壁、その他の地すべりを防止するための施設である。地すべり対

策事業では、同区域において、排水施設、擁壁その他の地すべり

防止施設を新設・改良し、その他地すべりを防止するための工事

を実施する。 

指定管理者制度 平成 15（2003）年の地方自治法の一部改正によって導入され

た制度。公の施設（地方公共団体が住民の福祉を増進するために

設置し、住民が利用する施設）について、より効果的・効率的な

管理を行うため、その管理に民間の能力を活用するとともに、そ

の適正な管理を確保する仕組みを整備し、住民サービスの向上や

経費の縮減等を図ることを目的とする。 

新地方公会計 発生主義によりストック情報やフロー情報を総体的・一覧的に

把握し、現金主義会計による地方公共団体の予算・決算制度を補

完しようとする取組みのことで、総務省が、公共施設等総合管理

計画の策定と並んで、各地方公共団体における整備を促進してい

る。その意義としては、住民や議会等に対する説明責任の履行、

資産・債務管理や予算編成等に活用することによるマネジメント

の強化等が挙げられる。これまでも、本県をはじめ各地方公共団

体では財務書類を作成しているが、更なる整備促進のため、すべ

ての地方公共団体において適用できる標準的な基準が総務省か

ら示されたところであり、今後は、他の地方公共団体との比較や

地方公共団体全体としての財務情報の開示も可能になる。 

生徒いきいきプラン 本県において、平成 15（2003）年度から平成 19（2007）年度

に実施した県立高等学校の再編成。高等学校を一定規模に保つこ

とにより教育水準や活力を維持し、また、総合学科や普通科単位

制高校など新しいタイプの高校・学科を設置することにより学ぶ

場の選択幅を一層拡大するなど、未来を担う子どもたちの立場に

立ったより一層魅力ある高校づくりを進めることとした。 

耐震基準 建物が地震の震動に耐え得る能力を定めるもの。現在の基準は

昭和 56（1981）年６月１日以降の建築確認において適用されて

おり、新耐震基準と呼ばれている。新耐震基準は、震度５強程度

の地震ではほとんど損傷しない建物であること、震度６強から７

に達する程度の地震で倒壊・崩壊しない建物であることとして設

定されている。 

治山施設（の種類） 森林法に基づく保安林の指定目的を達成するために、森林の維

持・造成に必要な保安施設と、地すべり等防止法に基づき、同法

による地すべり防止区域内で、斜面の移動を抑制または抑止する

地すべり防止施設を合わせて治山施設と言う。治山施設には、治
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山ダム工、山腹工、落石防止工、なだれ防止工、地すべり防止工

のほか、保安林内での植栽や本数調整伐等の森林整備箇所や、治

山施設の設置や管理を目的に開設した保安林管理道、治山作業道

も含まれる。 

地方財政状況調査 

（決算統計） 

総務省が地方自治法に基づいて毎年度実施している、各地方公

共団体の決算状況について報告を求めるもの。対象とする会計の

範囲は本県の決算（一般会計、特別会計）とは異なり、普通会計

と公営事業会計（水道、工業用水道、下水道等）である。普通会

計とは、現実には存在しない統計処理上の会計で、本県の「一般

会計」と「公営事業会計以外の特別会計」を合算したものである。 

土地改良施設（の種類） 農業の生産性向上や農業構造の改善を目的として造られた施

設のことで、代表的なものとして、農業用用排水路、農業用ため

池、農業用排水機場、農道などがある。 

ネーミングライツ 施設等の名称に、民間企業や各種団体等の名称や商品ブランド

名を付与する権利で、「命名権」や「施設命名権」とも呼ばれる。

本県と民間企業や各種団体等との契約によるもので、本県の施設

などに愛称等を付与させる代わりに、当該団体からその対価等を

得て、施設の持続可能な運営・管理に役立てている。 

普通財産 本県が所有する財産のうち、行政財産以外の財産。貸し付け、

交換、売り払い、譲与、出資の目的とすること、私権を設定する

こと、信託することができる。行政執行上の手段として直接的に

使用されるものではなく、主にその経済的価値を保全発揮するこ

とを目的としている。具体例としては、職員宿舎、アクティブＧ

などがある。 

 


